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子
ど
も
を
貧
困
か
ら
守
る

イ
ヤ
で
す
！
区
役
所
民
間
委
託

　
　

無　

会　

派　
　

土　

屋　

の
り
こ　

議
員

を
具
体
化
し
た
個
別
指
導
計
画
の
作

成
や
活
用
に
つ
い
て
研
修
会
を
行
っ

て
い
く
。
保
護
者
に
は
、
そ
れ
ら
を

ま
と
め
た
学
校
支
援
フ
ァ
イ
ル
を
進

学
・
就
労
先
へ
示
す
こ
と
で
、
支
援

が
つ
な
が
る
こ
と
を
周
知
し
て
い
く
。

組
織
的
な
支
援
体
制
の
構
築
が
重
要

【
問
】
事
例
検
討
会
や
情
報
共
有
を

行
う
研
究
会
の
発
足
、
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
研
修
等
、
全
教
師
が
適
切
な
対
応

を
で
き
る
よ
う
、
中
学
・
高
校
を
連

携
さ
せ
た
発
達
障
が
い
者
支
援
手
法

の
開
発
を
積
極
的
に
働
き
か
け
、
行

っ
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

【
教
育
指
導
】
小
学
校
で
の
特
別
支

援
教
室
の
設
置
を
契
機
に
、
発
達
障

が
い
の
あ
る
児
童
・
生
徒
へ
の
指
導

の
充
実
を
図
る
予
定
で
あ
る
。
公
立

小
・
中
学
校
で
の
特
別
支
援
教
育
の

取
り
組
み
等
の
情
報
共
有
、
事
例
検

討
等
の
場
へ
の
区
内
都
立
高
校
の
参

加
を
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
。

保
育
需
要
に
即
し
た
環
境
整
備
を

【
問
】
出
産
し
１
、
２
年
は
家
庭
で

育
て
、
育
児
休
暇
の
終
わ
る
時
に
保

育
所
に
預
け
た
い
と
い
う
声
が
あ
る
。

若
年
層
が
子
育
て
を
楽
し
み
な
が
ら
、

働
き
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
整

備
が
必
要
と
考
え
る
。
１
、
２
歳
児

の
定
員
確
保
の
計
画
、
年
齢
ご
と
の

待
機
児
解
消
の
見
通
し
は
ど
う
か
。

　

育
児
休
暇
明
け
が
年
度
途
中
と
な

る
場
合
は
多
々
あ
り
、
入
所
需
要
も

多
く
存
在
す
る
。
中
途
入
所
に
対
応

す
る
定
員
確
保
は
、
待
機
児
ゼ
ロ
の

実
現
に
不
可
欠
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

【
子
ど
も
】
地
域
ご
と
の
需
要
を
予

測
し
、
新
規
整
備
及
び
既
存
施
設
の

増
改
築
等
に
よ
り
平
成
28
年
度
に
１

歳
児
85
人
分
、
２
歳
児
90
人
分
、
29

年
度
に
１
歳
児
92
人
分
、
２
歳
児
98

人
分
の
定
員
整
備
を
計
画
し
て
い
る
。

　

年
度
途
中
の
入
所
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
４
月
入
所
希
望
の
待
機
児
ゼ
ロ

を
達
成
し
た
の
ち
、
需
要
に
対
応
で

き
る
よ
う
検
討
し
て
い
く
。

国
保
業
務
外
部
化
、
利
潤
を
追
求
す

る
民
間
企
業
に
委
託
し
て
良
い
の
か

【
問
】
民
間
へ
の
委
託
は
、
区
業
務

が
利
潤
原
理
で
執
行
さ
れ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
人
件
費
は
抑
制
、
窓
口

運
営
も
住
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
が
最
優

先
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。

【
区
民
】
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
最
優
先

し
て
お
り
、
委
託
実
施
後
も
、
評
価

指
標
の
設
定
と
指
標
の
定
期
的
な
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
レ
ベ
ル
の
維
持
、

向
上
を
図
っ
て
い
く
。
委
託
後
の
人

件
費
等
に
関
し
て
も
、
公
契
約
条
例

の
制
定
自
治
体
と
し
て
、
労
働
関
係

諸
法
令
が
適
正
に
遵
守
さ
れ
て
い
る

か
確
認
し
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。

平
成
28
年
度
予
算
・
補
正
予
算

◇
平
成
28
年
度
足
立
区

　

一　

般　

会　

計　

予　

算

◇
平
成
28
年
度
足
立
区

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
28
年
度
足
立
区

　

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
28
年
度
足
立
区

　

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
28
年
度
足
立
区

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

補
正
額　

32
億
９
千

226
万
８
千
円

　
予
算
総
額　

２
千
762
億
９
千

226
万
８
千
円

　
（
各
会
計
予
算
額
は
８
面
に
掲
載
）

平
成
27
年
度
補
正
予
算

◇
平
成
27
年
度
足
立
区

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

補
正
額　

42
億
１
千

331
万
４
千
円

　
予
算
総
額　

２
千

822
億
９
千

553
万
４
千
円

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
平
成
27
年
度
足
立
区
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

　

補
正
額　

△
14
億
５
千

903
万
４
千
円

　
予
算
総
額　

979
億
４
千

122
万
円

◇
平
成
27
年
度
足
立
区
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　

補
正
額　

△
８
億

282
万
４
千
円

　
予
算
総
額　

501
億
３
千

500
万
３
千
円

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
平
成
27
年
度
足
立
区
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算(

第
４
号)

　

補
正
額　

△
２
億
３
千

744
万
６
千
円

　
予
算
総
額　

126
億
５
千

633
万
１
千
円

◇
平
成
27
年
度
足
立
区

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　

補
正
額　

１
億
５
千

444
万
円

　
予
算
総
額　

２
千

824
億
４
千

997
万
４
千
円

条　
　

例

◇
足
立
区
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す

る
条
例

　
　

職
員
の
退
職
管
理
を
定
め
る
も
の

◇
足
立
区
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に
伴

い
、
区
政
情
報
の
開
示
等
の
決
定

等
に
対
す
る
審
査
請
求
に
関
す
る

手
続
を
定
め
る
も
の

◇
足
立
区
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に
伴

い
、
自
己
情
報
の
開
示
等
の
決
定

等
に
対
す
る
審
査
請
求
に
係
る
手

続
を
定
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備

す
る
も
の

◇
足
立
区
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に
伴

い
、
保
有
特
定
個
人
情
報
の
開
示

等
の
決
定
等
に
対
す
る
審
査
請
求

に
係
る
手
続
を
定
め
る
ほ
か
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に
伴

い
、
足
立
区
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
の
所
掌
事
項
及
び

名
称
を
変
更
す
る
ほ
か
、
規
定
を

整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

職
員
の
定
数
を
改
め
る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
足
立
区
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

職
員
の
降
給
を
定
め
る
も
の

◇
足
立
区
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員

の
採
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

足
立
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の

◇
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等

に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に

関
す
る
条
例
及
び
公
益
的
法
人
等

へ
の
足
立
区
職
員
の
派
遣
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
足
立
区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
足
立
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
及
び
足
立
区
幼
稚
園
教
育
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

以
上
、
３
議
案
い
ず
れ
も
地
方

公
務
員
法
の
改
正
に
伴
い
、
規
定

を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

地
方
公
営
企
業
法
の
改
正
に
伴

い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び

非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
　

報
酬
の
減
額
を
定
め
る
も
の

◇
足
立
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
足
立
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

以
上
、
２
議
案
い
ず
れ
も
降
給

を
定
め
る
ほ
か
、
地
方
公
務
員
法

及
び
行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
足
立
区
反
社
会
的
団
体
の
規
制
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
　

以
上
、
２
議
案
い
ず
れ
も
行
政

不
服
審
査
法
の
改
正
に
伴
い
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定

数
条
例

　
　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す

る
も
の

◇
足
立
区
大
学
病
院
施
設
等
整
備
基

金
条
例

　
　

足
立
区
大
学
病
院
施
設
等
整
備

基
金
を
設
置
す
る
も
の

◇
足
立
区
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
所

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

足
立
福
祉
事
務
所
の
位
置
を
変

更
す
る
も
の

◇
足
立
区
福
祉
施
設
指
定
管
理
者
等

選
定
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
　

福
祉
施
設
指
定
管
理
者
等
選
定

審
査
会
の
所
掌
事
項
を
追
加
す
る

も
の

◇
足
立
区
社
会
福
祉
法
人
の
助
成
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
　

助
成
対
象
法
人
を
追
加
す
る
も
の

◇
足
立
区
立
プ
チ
テ
ラ
ス
条
例

　
　

プ
チ
テ
ラ
ス
を
設
置
す
る
も
の

◇
足
立
区
補
助
第

138
・

140
号
線
弘
道

二
丁
目
周
辺
地
区
地
区
計
画
の
区

域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に

関
す
る
条
例

　
　

建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く

地
区
計
画
を
実
施
す
る
も
の

◇
足
立
区
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
制
定

等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

道
路
占
用
料
を
改
定
す
る
も
の

◇
足
立
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
　

区
立
公
園
占
用
料
を
改
定
す
る

も
の

◇
足
立
区
建
築
審
査
会
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
　

建
築
基
準
法
の
改
正
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
に
係
る
防
災
街
区
整
備
地

区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築

物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

◇
足
立
区
千
住
旭
町
地
区
地
区
計
画

の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制

限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
　

以
上
、
２
議
案
い
ず
れ
も
地
区

計
画
の
変
更
に
伴
い
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の

◇
足
立
区
立
小
学
校
、
中
学
校
等
の

学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校

薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯

科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の

改
正
等
に
伴
い
、
傷
病
補
償
年
金

等
に
つ
い
て
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の

◇
足
立
区
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
　

関
原
小
学
校
の
位
置
を
変
更
す

る
も
の

◇
足
立
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
、

特
定
地
域
型
保
育
事
業
等
の
利
用

者
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

区
外
の
公
立
幼
稚
園
等
を
利
用

す
る
場
合
の
利
用
者
負
担
額
を
定


